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「標準化活用支援パートナーシップ制度」 

パートナー機関公募要領 

 

公表   平成２７年 ９月３０日 

制定   平成２７年１１月 ４日 

最終改正 令和 ８年 １月１３日 

経済産業省  基準認証政策課 

 

経済産業省は、地域において中堅・中小企業等の経営等を支援する各地域支援機関及び一般財団法人

日本規格協会（以下「ＪＳＡ」という。）と連携し、新市場創造型標準化制度1の活用を含め、中堅・中

小企業等における標準化の戦略的活用をＪＳＡの職員である「標準化アドバイザー」がどこでもきめ細

かく専門的に支援する「標準化活用支援パートナーシップ制度」を平成２７年１１月４日より開始しま

した。 

 

本制度にパートナー機関として参加いただける機関を、下記の要領により募集しています。 

 

記 

 

１．応募条件 

パートナー機関は、自治体、産業振興機関、地域金融機関、大学、公的研究機関及びその他主とし

て地域振興を担う機関を対象とします。ただし、反社会的勢力及び反社会的勢力と関係を有する機関

2の参加は認めません。 

また、参加いただいたパートナー機関は、中堅・中小企業等が抱える経営課題等を把握し、標準化

の戦略的活用が適当と考えられる場合は、当該企業等に対して、ＪＳＡと連携して以下の標準化アド

バイザーによる支援の機会（セミナー、個別面談等）を無料で提供することが可能です。 

 

 

２．応募手続き・参加可否の通知 

本制度にパートナー機関として参加を希望する機関は、別に定める「標準化活用支援パートナーシ

ップ制度」実施要領の内容に同意の上、次頁の必要書類３点に必要事項を記入し、事務局であるＪＳ

Ａまでメールにて御提出下さい。参加の可否については、経済産業省による審査の後、事務局を通じ

て通知致します。 

 

 

 

 

 

 
1 既存の業界団体等では対応が出来ない、複数の関係団体にまたがる融合技術・サービスや特定企業が保有する先端技術

等に関する標準化（JIS又は ISO/IEC規格）を可能とするため、新規の原案作成委員会等の立ち上げを後押しする制度。 
2 法務省「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の定義より。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji keiji42.html 
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＜応募必要書類＞ 

①  応募必要書類①参加申請書（様式1） 

②  応募必要書類②機関の概要（別紙1） 

③  応募必要書類③担当窓口（別紙2） 

 

  ※上記①から③までのファイルを添付したメールに、貴組織の代表者又は代表者から代理を受けた

者が本登録について確認済みである旨を御記載ください。なお、御本人様確認のため、お電話を

差し上げる場合がございます。 

※今後、事務局からの諸連絡（本制度への参加の可否等）は、御登録いただいた担当者様に差し上

げます。 

 

＜提出先＞ 

標準化活用支援パートナーシップ制度事務局 

住所：〒108-0073 東京都港区三田3丁目11−28 三田 Avanti 

一般財団法人日本規格協会 総合標準化相談室・標準化企画調査チーム 

電話：０５０－１７４２－６０２５ 

E-mail：stad@jsa.or.jp 

 

 

４．お問い合わせ先 

経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課 

電話：０３－３５０１－１５１１（内線３４１３） 

E-mail：bzl-shinshijo-partner@meti.go.jp 
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（様式１） 

 

令和  年  月  日 

 

標準化活用支援パートナーシップ制度事務局 

一般財団法人日本規格協会 御中 

 

 

                       組織名 

                       代表者名            

 

 

「標準化活用支援パートナーシップ制度」への参加申請書 

  

「標準化活用支援パートナーシップ制度」にパートナー機関として参加したいので、同

制度実施要領の内容に同意の上、同実施要領 ５．（２）に基づき、別紙書類を添えて申請

します。 

 

 

 

（別紙書類） 

１．機関の概要（別紙１） 

２．担当窓口情報（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






